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拉致問題の解決は、
感情でなく行動で示すことから

新潟産業大学経済学部 准教授、拉致被害者

蓮池薫さん

当時の心情を振り返る
恋人とデート中、ともに北朝鮮によって拉致

されるという状況をそう簡単には想像できないと
思います。生まれ育った社会から家族も含めて
完全に切り離されてしまった絶望感、関係者を
除いて誰も我々が拉致されたことを知らないと
いう孤独感は一言では表せません。
ただ、生きていくためには自分たちが置かれて
いる状況を知る術を身につける必要があり、独学
で朝鮮語の勉強を始めました。北朝鮮は政治的
にも経済的にも非常に厳しい国です。ともに拉致
された恋人と結婚し、2人の子どもが生まれ、
家族でどう生き延びていくかを常に考えていま
した。
北朝鮮の指導部が用意した「招待所」で暮らし

ていた私たちは、常に監視されていましたが、
世話をしてくれる人たちとの交流はありました。
周囲の草を刈るなど管理人のような仕事をして
くれる人、食材を運んでくる人、料理をしてくれる
おばさん…。彼らは私たちが拉致被害者だとは
知りません。また、年月が経つにつれて近くの
池で釣りに行くことなどが認められるようにもな
り、北朝鮮社会の一般市民の人たちとも交流しま
した。こうした経験を通じて北朝鮮の人々の考え
方を知ることができたのは私にとって意味ある
経験でした。月日が経っても人の考え方はそう
大きくは変わらないはず。今も私は北朝鮮の報道
を見聞きするたび、かの国の人々の気持ちを
推測します。

拉致問題の解決に向けて、私たちができること
平成14（2002）年、私たち夫婦を含めて5人
の拉致被害者は帰国することができました。子ど
もたちも日本で暮らしています。しかし未だに多く
の被害者とその家族が苦しんでいます。私にとっ
ても拉致問題は未解決のままです。
帰国後、私は大学教員や翻訳の仕事をしながら
拉致問題の解決という視点で研究を重ねてきまし
た。それを踏まえて言えるのは、独裁者は強力な
権力を持っていますが、それ故に国民が自分をど
う見ているかについて非常に神経を使うというこ
とです。国民の気持ちを汲み取った政治をするた
めではなく、効率的に国民を抑えて独裁体制を維
持するためです。
拉致問題を考える際、押さえておきたいことが2点
あります。拉致は非常に暴力的な人権蹂躙です。し
かしこれは北朝鮮指導部の問題であり、国民は直
接関与していません。私たちは北朝鮮という国を
見る時、そこを分けて考えなくてはなりません。
同時に、北朝鮮の指導部に対しては厳しい姿勢

で臨む必要があります。最も重要なのは「解決す
るまで決して忘れない」という姿勢を見せ続けるこ
と。指導部は拉致の発信に敏感です。たとえば集
会に参加するなどして多くの人がこの問題に関心
を持ち続け、マスコミがそれを報道する。感情では
なく、行動で示す。この積み重ねがボディブローの
ように必ず効いてくるでしょう。逆に言えば、私た
ちが拉致問題の解決をあきらめてしまえば、独裁
体制を支えることになってしまいます。独裁者が何
を恐れているかを冷静に捉え、人権蹂躙を許さな
い世論をつくっていきましょう。

北朝鮮当局による拉致問題とは
政府は、１９７０年代から８０年代にかけて多発し

た北朝鮮当局による日本人拉致について、17人を
拉致被害者と認定しています。平成14（2002）
年９月に北朝鮮当局は日本人拉致を認め、10月
には５人の拉致被害者が帰国しました。しかし、他
の拉致被害者については、いまだに安否すら分か
らない状態が続いています。拉致被害者は、今な
お全ての自由を奪われ、救出を待っています。そ
して、その救出を待ち望んでいる家族がいます。
また、拉致行為が発生してから４０年以上経過し
ていることや、拉致被害者とその家族の高齢化など
から、風化も懸念されています。
このような状況で、平成１８（２００６）年「拉致問
題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対
処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団
体の責務等が定められるとともに、毎年１２月１０
日から１６日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
としました。
平成２３（２０１１）年には「人権教育・啓発に関す

る基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」
が追加され、拉致問題の解決に向けた啓発・広報
活動など、様々な取組が進められています。

拉致問題を人権の視点で考えてみると
人権とは、誰もが生まれながらにして持ってい

る、人間として幸せに生きていくための権利です。
拉致被害者は生存の不安にさらされながら生き
ることを余儀なくされ、安心して生きることや自
国に帰ること、幸せに生きていくための自己選択・
自己決定権などの自由権を含めたあらゆる権利
が制限され、奪われています。拉致問題が「基本
的人権を踏みにじる重大な人権侵害」と言われる
意味は、このような中にあるのです。

私たちにできることを考える
では、拉致問題の解決に向けて、私たちにどの

ようなことができるのでしょうか。
例えば、もしも自分の大切な人が突然行方不明

になったら…と想像することで、他人事ではなく
自分事として考える。講演会やパネル展、映画、音
楽イベントなどへの参加を通じて、また拉致被害
者家族の心情に想いを馳せることで、関心を持つ。
拉致問題を感情的にのみ捉えるのではなく、大切
な権利が奪われているという人権の視点で捉える。
このように、拉致問題について関心と認識を深
め、拉致は決して許さない、そして一日も早く全
ての拉致被害者を取り戻すという強い決意を表
明することが、この問題の解決への大きな力とな
ります。
なお、拉致問題は在日韓国・朝鮮人や北朝鮮の
一般の国民には何の責任もありません。拉致
問題について考える際は、思い込みや偏見等によ
る差別やヘイトスピーチ※につながらないように
することが必要です。
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※ヘイトスピーチとは…特定の人種や民族の人々に
恐怖心を与え、社会から追い出そうとするような、
差別的言動をいいます。ヘイトスピーチを解消する
ため、平成２８（２０１６）年にヘイトスピーチ解消法
（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消
に向けた取組の推進に関する法律）が施行されまし
た。大阪府では、令和元（２０１９）年１１月に「大阪府
ヘイトスピーチ解消推進条例（大阪府人種又は民
族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に
関する条例）」が施行されました。

「拉致問題」を人権の視点で考える
拉致被害者のうち５人が帰国して２０年が経過したいま、拉致問題を改めて人権の視点で考え、

この問題を風化させることなく取り組むために必要なことを考えたいと思います。
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